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理をした後に、排出し、又は廃棄しなければならない。12 

事業者は、病原体による汚染のおそれの著しい業務に従事する労働者に使用させるために、保

護手袋、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具、履物等適切な保護具を備えなければならない。13 

事業者は、保護具又は器具の使用によって、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、各人専

用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない。14 

事業者は、病原体によって汚染のおそれの著しい作業場においては、作業場外に休憩の設備

を設けなければならない。15 

事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗

身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗濯のための設備を設けなければならない。16 
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